
ご存知ですか？

～安全運転相談窓口のご案内～

加齢にともない視野障害や筋力の衰えなど、身体機能が低下

すると、運転操作のミスへとつながり、交通事故を引き起こす可
能性が高まります。

下記の病気により、自動車等の運転に支障がある方は、病状

等によっては、運転免許が取得できなかったり、取消されたりす
る場合があります。
警察では、病気にかかっていること等により自動車等の運転に

不安がある方及びそのご家族の皆さん等のための相談も受け付
けております。

・ 認知症 ・ 統合失調症
・ てんかん ・ 再発性の失神
・ 無自覚性の低血糖症 ・ そううつ病
・ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・ その他運転に支障のあるもの

安全運 転相談窓口

安全運転相談ダイヤル ： ♯ ８ ０ ８ ０
盛岡運転免許センター ： 019-606-1251
県南運転免許センター ： 0197-44-3511
県北運転免許センター ： 0194-52-0613
沿岸運転免許センター ： 0193-23-1515
自動車運転免許試験場 ： 019-683-1251
各警察署交通課窓口

運転に不安を感じたらお電話ください。
安全運転相談ダイヤル ♯８ ０ ８ ０


